
 

 

       Press Release  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
報道関係者 各位 

 

 

ヒトＥＳ細胞の樹立計画の変更の確認について 

 

 

本日、下記の樹立計画の変更について、厚生科学審議会の答申を踏まえ、ヒトＥＳ細胞の樹

立に関する指針（平成26年文部科学省・厚生労働省告示第２号）に適合していることを京

都大学ウイルス・再生医科学研究所長へ通知しましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

【樹立機関名】 

京都大学ウイルス・再生医科学研究所 

 

【樹立計画の名称】 

ヒトＥＳ細胞株の樹立と特性解析に関する研究 

平成29年６月30日 

【照会先】 

医政局研究開発振興課 

再生医療等研究推進室 

再生医療等対策専門官   本間 

(代表電話) 03(5253)1111(内線 4162、2587) 

(直通電話) 03(3595)2430 


